
◎岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例（条例第14号） 

 １ 総務委員会の所管に、ＩＬＣ推進局の分掌に属する事項を加えることとした。（第２条関係） 

 ２ 商工文教委員会及び県土整備委員会の名称及び所管を改めるとともに、併せて所要の整備をすることとした。（第２条関係

） 

 ３ 施行期日 

   この条例は、令和元年８月１日から施行することとした。ただし、２は、同年９月11日から施行することとした。（附則関

係） 

 

 


		2019-07-02T14:43:29+0900
	Iwate prefecture




